
納付方法 対応税目

現金納付

金融機関又は所轄の税務署で納付（通法34①） 全税目

コンビニエンスストアで納付（通法34の３）

※ 納付税額30万円以下のみ

・確定した税額を期限前に通知する場合（所得税の予定納税）

・督促・催告を行う場合（全税目）

・賦課課税方式による場合（各種加算税）

・確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

（全税目）

・ＱＲコードによるコンビニエンスストアでの納付が可能。（全税

目※）

※ 所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合等利用できない場合

もあります。

国外からの送金による納付（通法34⑤）
※ 国外に住所又は居所を有する者のみ

全税目

クレジットカード納付（通法34の３）
※ 納付税額1,000万円未満のみ。インターネット上での手続のみ 全税目

スマホアプリ納付（通法34の３）
※ 納付税額30万円以下のみ。スマートフォンアプリ決済サービスを使用する手段 全税目

振替納税（通法34の２） 申告所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税

電子納税

ダイレクト納付（事前に税務署へ届出をした上、e-Taxを利用して
電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座か
らの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して納
付ができる電子納税。また、法定納期限前日までに「申告等・納付
の意思表示」を行うことで、法定納期限当日に自動的に納付するこ
とも可能。）

全税目

・インターネッ
トバンキング

・モバイル
バンキング

・ＡＴＭ

登録方式（e-Taxソフト等を使用して納付情報
データをe-Taxに登録することにより、登録し
た納付情報に対応する納付区分番号を取得し
て電子納税を行う方式）

全税目

入力方式（e-Taxに納付情報データの登録は行
わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当
する番号として自身で納付目的コードを作成
して電子納税を行う方式）

申告所得税、法人税、消費税

延納・物納 相続税、贈与税（延納のみ）

国税の納付方法
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